
令和8年1月16日事 業 主  様 大阪狭山市商工会

税理士による確定申告指導会のお知らせ
　  標記について、下記の期間中、指導会を開催しておりますので、
　ご予約の上お越し下さい。

記
開催日 ： 2月9日（月） ～  3月10日（火）の平日
　　　　　※土・日・祝日は除きます
時　間 ： 午前10時～正午／13時～16時
　　　　※完全予約制です。お電話でご予約のうえお越しください。
会　場 ： 大阪狭山市商工会館 3階 研修室

【ご持参願う書類等】
①マイナンバー（マイナンバーカード又はマイナンバー＋本人確認書類）
②確定申告書及び決算書
③所得の計算できる帳簿及び集計表　など
④過去３年分の申告書、決算書控（消費税関係含む)
⑤国民健康・介護保険の支払保険料額
　（令和7年1月～令和7年12月）
⑥国民年金、生命保険料、地震保険料、小規模企業共済、
　掛金の払込証明書
⑦扶養親族の氏名、生年月日及びマイナンバー
⑧主な取引先（仕入先、売上先）のインボイス登録番号
⑨税務署より届いた「確定申告のお知らせハガキ」

＊商工会 ☎072-365-3194に事前にご予約ください。
　「確定申告の予約の件」とお伝えいただくとスムーズです。
＊ご予約は本はがきが到着次第可能です。先着順ですのでご了承ください。
＊商工会の方でe-Taxをされている方…
　　　　　　　　　確定申告の下書き用紙は２月初旬に発送予定です。

完 全 予 約 制 

令和７年分
確定申告指導会について

会員事業者様は
・例年通り、予約制で実施しますので
　早めの準備、ご予約をお願いします。
　特に３月に入りますと予約がご希望日時通り
　取れませんのでご了承ください。

会員ではない事業者様は
・２月中であればご相談には応じれますが
　３月に入りますと会員事業者様のご相談を
　優先させていただきます。
　初めて確定申告をされる方は特に早めに
　ご相談ください。


